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定例監査 の結果について（報告）

地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成３０年度の定例監査を実施

したので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。





第１ 監査の対象及び執行期日

別紙１「平成３０年度定例監査日程」のとおり

第２ 監 査 の 方 法

監査の方法としては、あらかじめ提出を求めた平成３０年度の主要事業の

事業別調書、小規模修繕に関する調書及び契約関係書類等の資料に基づき、

地方自治法第２条第１４項及び第１５項の趣旨に則り、合理的かつ効率的に

執行されているかに配意をしながら、関係諸帳簿との適合性について調査を

行うとともに、関係職員から事務・事業の概要、執行状況、今年度の重点及

び課題等についても説明を求めて監査を実施した。

工事監査については、工事の計画、設計、契約及び施工が法令等に準拠し、

適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、専門的見地から監

査をするために、ＮＰＯ法人 彩の国 技術士センターに工事技術調査業務

を委託し、技術士支援による監査を実施した。

第３ 監 査 の 結 果

財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理状況は、全体的に

は関係法令及び条例、規則等に基づき適正に執行され、所期の成果をあげて

いるものと認められたが、一部に改善を要する事務処理が見受けられたので、

適切な処置を講じられたい。

なお、監査の執行過程において、口頭にて指示を行ったものについても、

適正な事務の執行をされるよう併せて要望する。

１ 契約に関する事務について

平成３０年度に工事（修繕）請負契約及び業務委託契約として契約を締結

したものの中から監査対象を抽出し、所管課に決裁文書や契約書等の関係書

類の提出を求めた。

監査にあたっては、本庄市契約規則等の規定に従い契約事務が適正に執行
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されているか、また、昨年度までに指摘又は注意した事項が改善されている

かについても留意して、提出された書類の審査を行い、必要に応じて監査委

員事務局職員が担当者からの聞き取りを実施した。

契約事務については、概ね適正に執行されていることが確認できたが、改

善を要する事例としては、昨年度までに指摘又は注意した事項と共通するも

のが多く見受けられた。改善への努力は認められるとはいえ、このような状

況を鑑みると、職場内研修に依存するだけではなく、所管課による全体研修

について、契約事務に限らずその必要性を再認識したところである。事務改

善を意識しながら、より効率的かつ効果的な事務処理を行うためには、まず

ルールへの理解を徹底していただきたい。また、行政が保有する情報は、原

則公開となっていることから、常にその原則を意識して事務処理に従事され

たい。

○昨年度までに指摘又は注意した事項と共通する主なもの

（１）本庄市文書取扱規則第２４条に規定する文書主任の審査に関するこ

と

（２）同規則第２７条に規定する決裁年月日の記載に関すること

（３）本庄市公印規程第９条に規定する公印の使用に関すること

（４）市が保存する契約書に貼付されている収入印紙が印紙税法に規定す

る印紙税額と異なる事例

（５）契約事務を行うにあたり、然るべき決裁権者の決裁を受けたか確認

できない事例

（６）業務委託契約約款に基づき、受領すべき書類が受領されていない事

例や交付すべき書類が交付されていない事例

２ 小規模修繕に関する調書について

本市では、市内に主たる事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大し、

積極的に活用することにより、市内経済の活性化を図ることを目的に、小規

模修繕契約希望者登録制度を設けている。昨年度の定例監査において、この

制度の活用が十分でない点が見受けられたため、「小規模修繕に関する調書

（対象期間：平成３０年１月から９月）」の提出を求め、制度の理解度を含
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む活用状況の確認を行った。

制度の理解については、十分な水準に達していることが確認できた。しか

しながら、運用方法が定められていないことから、十分な活用が図られてい

るとは言いがたい状況であったので、運用マニュアル等を整備するなど改善

を図られたい。

（１）名簿登録者以外の者を選定する際の選定理由が、施工業者であるた

め現場を熟知している、設備点検業者であるため現場を熟知している、

過去に同様の実績があるため現場を熟知しているとした事例があっ

た。名簿登録者の受注機会を狭めることにも繋がることから、制度趣

旨に鑑みた事務処理をされたい。また、受注者を特定せずに小規模修

繕が施工できるよう、施設等建設時から、故障時対応を想定した設計

を検討されたい。

（２）教育委員会では、１０万円未満の修繕請負契約について、事務処理

マニュアルを作成し、学校長に契約事務を担わせている。

地方自治法第１８０条の２の規定により、地方公共団体の長の権限

に属する事務の一部を教育委員会の管理に属する機関の職員である

学校長に委任又は補助執行をさせることができるとされているとは

いえ、長の予算執行権を実質的に侵害しない範囲に留めることが必要

であることから、委任の内容を明らかにし、一般市民が知り得る方法

を採られたい。

また、学校長が行った契約事務について、適正な事務処理がなされ

ているか、定期的に検査されたい。

（３）昨年度締結した修繕請負契約において、受注者より提出された修繕

完了報告書の日付が今年度となっており、同一年度内に検査が実施さ

れたか確認できない事例があった。歳出における会計年度の所属は、

地方自治法施行令第１４３条第１項第４号の規定により、「当該行為

の履行があった日」すなわち「修繕が完成したことを確認した日」の

属する年度となることから地方自治法第２３４条の２の規定に基づ

き、適正な検査を実施されたい。
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（４）指定管理者による施設において、市が負担する修繕請負契約につい

て、その発生原因が指定管理者が負う施設管理の不備に起因する可能

性のある事例があった。指定管理者に対し、適切な指導を定期的にさ

れたい。

３ 備品等の管理について

本市では、平成２７年１月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進

について（総務大臣通知）」を受け、８０万円以上の資産について固定資産

台帳（平成２９年３月３１日時点）を整備するとともに、８０万円未満の資

産については、引き続き備品台帳により管理することとした。そこで、平成

２９年度及び平成３０年度に購入した８０万円未満の資産の備品管理状況

を確認したところ、備品台帳への登載が漏れている事例が見受けられた。本

庄市物品会計規則に従い、適切な備品管理に努められたい。

また、藤田小学校において、第三者から寄贈された絵画等の物品について

独自に台帳を整備し管理を実施しているものの、備品台帳への登載が漏れて

いる事例が見受けられた。物品の寄附の受納においては、本庄市物品会計規

則第１２条で「本庄市財産規則第９条の規定を準用する」と規定されている

ことから、所定の手続を行うとともに、市の財産であるという認識の下、購

入備品と同様に備品台帳への登載をされたい。

４ 財政援助団体について

財政援助団体の監査は、地方自治法第１９９条第７項の規定により、補助

金等の財政的援助を行っている対象事業が、目的に沿って適正かつ効果的に

遂行されているかを監査するものであり、今年度は「社会福祉法人 本庄市

社会福祉協議会」について監査を実施した。

関係資料に基づき説明を受けたところ、事務処理は適正であり、事業も計

画及び交付条件に従って実施され、効果をあげていることが確認できた。

本市が携わる様々な福祉事業において社会福祉法人 本庄市社会福祉協
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議会の存在は大きいものとなっていることから、引き続き地域福祉の推進に

積極的に取り組み、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること

のできる「福祉のまちづくり」の実現に貢献していただきたい。

５ 工事監査について

工事監査の実施にあたっては、今年度施工中の工事から、契約金額、規模、

進捗状況等を勘案して、公共下水道汚水管渠築造工事（東台２９－１工区）

を監査対象として選定した。当該工事が法令等に準拠し、適正かつ効率的に

執行されているかどうかについて、計画、設計、積算、契約、施工状況、施

工管理等に重点をおき、所管課に契約書類、工事設計書、関係図面等の提出

を求め、ＮＰＯ法人 彩の国 技術士センターから派遣された技術士の指導

のもとに、関係職員から説明を聴取し、書類審査並びに工事現場の実地調査

を行った。

その結果、工事計画、設計方針をはじめ契約面や施工状況等は、概ね適正

かつ効率的に執行され、全体として良好に施工されていることが確認できた。

なお、技術士から工事技術調査結果報告の中で指摘された事項について十

分検討し、今後の工事に活かされたい。

工事技術調査結果報告については別紙２のとおりである。
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別紙１

 　   平成３０年度　定例監査日程

監 査 期 日 課 名 等 監 査 期 日 課 名 等

 平成３０年

工事監査

出先機関については実地において、その他は監査委員事務局において監査を行った。日程に記載さ

れていない課については書面による監査を行った。

水 道 課

本 庄 西 公 民 館

  １１月１５日（木）

地 域 福 祉 課

生 活 自 立 支 援 課

障 害 福 祉 課

子 育 て 支 援 課

保 険 課

介 護 保 険 課

１０月２５日（木）

１０月３１日（水）

秘 書 課

広 報 課

企 画 課

財 政 課

情 報 シ ス テ ム 課

営 繕 住 宅 課

 １１月１９日（月）
下 水 道 課

 １１月　５日（月）

道 路 管 理 課

道 路 整 備 課

建 築 開 発 課

都 市 計 画 課

農 政 課

 １１月２１日（水）

教 育 総 務 課

学 校 教 育 課

文 化 財 保 護 課

生 涯 学 習 課

体 育 課

 １１月　９日（金）

行 政 管 理 課

課 税 課

収 納 課

債 権 回 収 対 策 室

環 境 推 進 課

商 工 観 光 課

産 業 開 発 室

１１月２２日（木）

市 民 活 動 推 進 課

危 機 管 理 課

市 民 課

総 務 課

環 境 産 業 課

久 美 塚 保 育 所

１１月１３日（火）

〔 財 政 援 助 団 体 〕

社 会 福 祉 協 議 会

図 書 館

健 康 推 進 課

南 中 学 校

藤 田 小 学 校
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別紙２

工事技術調査結果報告
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